
祝休日は休み（ 無休 以外）
� 電話相談可今月の相談 無料

月～金 ９：００～１７：３０
すてっぷ・堺 �２２５―５６５９ �２２２―０２０２生活・仕事相談 � 区役所の相談

労
働

さかい JOB ス
テーション
�０１２０―２４５１０８
�２３８―４６０５

月～金 ９：００～１７：００
JOBステーション南サテライト�

１５～３９歳の方と女性の就労相談
�個別相談（予約優先）
�オンライン就職相談 要予約
�堺ハローワークコーナー（職業紹介）

火～土 １０：００～１９：００
さかい JOBステーション���

火 １３：００～１６：００ サンスクエア堺
�２２２―３５６１ �２２２―８５２２（職業適性診断除く）

就労相談（求人情報の提供・就職活動のサ
ポート・職業適性診断）
区役所の相談 オンライン相談可

月～金 ９：００～１７：１５ ジョブシップさ
かい �０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１

中止
堺市医師会事務局 �２２１―２３３０ �２２３―９６０９サンスクエア堺での健康相談

８日 １３：００～１８：００ サンスクエア堺
要予約 予約専用電話 堺労務事務所 �２２３―８０３３

社会保険労務士によ
る相談

労働相談 サンスクエア堺
雇用推進課へ要予約

月～金
１０：３０～１７：００

解雇・賃金未払いト
ラブル �
区役所の相談

雇用推進課
�２２８―７４０４ �２２８―８８１６

生活援護管理
課
�２２８―７４１２
�２２８―７８５３

いずれも１３：３０～１６：００
第２火 新金岡市民センター１階
第２木 南区役所企画総務課
第１・３金 泉ヶ丘市民センター１階

中国帰国者の相談室

外
国
人
の
方
へ

１９日 １４：００～１７：００
国際交流プラザ �２２８―７４９９ �３４０―１０９１

行政書士による帰化・入管相談
１８日１２：００まで（通訳は４月３０日まで）に要予約

月～金 ９：００～１２：００ １３：００～１６：００
（言語により異なる）
国際交流プラザ
�２２８―７４９９ �３４０―１０９１

外国人のための生活相談（日本語、英語、
中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語、ベトナム語、タガログ語、
タイ語、インドネシア語、ネパール語）

月～金 ９：００～１７：３０
子ども相談所 �２４５―９１９７ �２４１―００８８里親相談 �

子
育
て
・
教
育 母子家庭等就

業・自立支援
センター
�２２４―７７６６
�２２４―７７７３

２・６・１３・１６・３１日
（相談時間は日によって異なる）

ＦＰ家計相談
前日までに要予約

ひとり親家庭の父母
や寡婦のための相談

７・１２・２０日
１４：００～１６：３０

弁護士法律相談
前日までに要予約

２３日 １３：００～１６：００ 場所市役所
保健センター（��区１ページ）

助産師による不妊症・不育症相談
１９日までに要予約

月～金 １０：００～１７：００
さかいっこひろば �２７５―７６０１ �２７５―７６０９１２歳以下の子育て・発達相談

月～金 １０：００～１５：００
認定こども園・保育所（園）子育て相談 � 区役所の相談

２４時間 専用電話 �２７０―５５６１教育・いじめの相談 子ども電話教育相
談「こころホーン」 � 無休

区役所の相談・法律相談などは区２ページ

住宅まちづくり課
�２２８―８２１５
�２２８―８０３４２７日 １３：３０～１６：１５司法書士（相続）

弁護士（法律）

住宅専門家相談
６～２１日に要予約

生
活
・
人
権

２６日 １３：３０～１６：１５宅地建物取引士（活用）
マンション管理士（管理）

月～金 ９：００～１７：３０／土 １０：００～１７：００
市民活動コーナー �２２８―８３４８ �２２８―８３５２ＮＰＯ相談

月～金 ９：００～１７：３０
福祉資金係 �２２２―７６６６貸付相談

堺市社会福祉協議会
の相談 �

月～金 ９：００～１７：３０
自立支援係 �２３２―７７７１日常生活自立支援

月～金 ９：００～１７：３０ 堺市社会福祉協
議会区事務所（��区１ページ）

ボランティア 高齢
者・障害者の生活

相談窓口
�２４５―２５３０
�２４５―２５３５１１・２２日・６月８日

１３：００～１５：００
無料弁護士相談
２週間前から要予約

人権ふれあいセンタ
ーの相談 �

火～日・４・５日（祝日）も実施
９：００～１７：３０

総合生活相談
人権相談

男女共同参画
交流の広場
�２３６―８２６６
�２３６―８２７７第１・３木 １８：００～２１：００

／第４土 １４：００～１７：００
カウンセラーによる
男性悩み相談 � 要予約

１１・１８・２５日 １０：００～１３：００
１４：００～１６：００（１８日は

１８：００～２０：００も）／第１・
２・３金 １７：００～２０：００

カウンセラーによる
女性悩み相談 要予約

火～日（４・５日を除く） ９：００～１７：１５ 男女共
同参画センター相談専用ダイヤル ��２２４―８８８８男女共同参画センター相談 �

月～金 ９：００～１２：００ １３：００～１６：３０
人権相談ダイヤル �２２８―７３６４ �２２８―８０７０

人権相談（ＬＧＢＴなど多様な性の相談を
含む） � 面接は要予約

月～金 ９：００～１７：３０
市民協働課 �２２８―７４０５ �２２８―０３７１犯罪被害者等支援総合相談 �

月～金 ９：００～１７：３０
こころの健康センター �２４５―９１９２ �２４１―０００５自死遺族の方の相談 要予約

月～金・第２土（初回者） ９：００～１７：３０ 発達
障害者支援センター �２７５―８５０６ �２７５―８５０７発達障害相談

月～金 ９：００～１７：３０ ユースサポート
センター �２４８―２５１８ �２４８―０７２３

４９歳以下のひきこもり・不登校・ニート
・非行・就労サポート相談 �

月～金 １０：００～１２：００
こころの健康センター �２４１―０８８０ �２４１―０００５４０歳以上の方のひきこもり相談 �

月～金 ９：００～１２：００ １２：４５～１７：００
こころの健康センター �２４３―５５００ �２４１―０００５こころの電話相談 �

上記以外の時間 夜間・休日ＤＶ電話相談
専用ダイヤル �２８０―２５２６

ＤＶ電話相談 � 無休

月～金（祝休日除く）９：００～１７：３０ 配偶者暴
力相談支援センター専用ダイヤル �２２８―３９４３

月～金 ９：００～１７：００
消費生活センター �２２１―７１４６ �２２１―２７９６消費生活相談 �

堺市 相談窓口

契約の際は約款の確認を�

約款とは、事業者が不特定多数の消費者と契約を行う
際にあらかじめ準備した契約条件のことで、利用規約
ともいいます。
約款をよく読まずに契約してしまい、後でトラブルに
発展する事案が多く発生しています。
事業者が不特定多数の消費者を相手方とし、その取引
内容が誰に対しても同様に示されることがお互いにと
って合理的である取引について、あらかじめ詳細な契
約条件を定めたものを「定型約款」といいます。例とし
て、インターネット通販サイトの利用規約や、電気・
ガスの供給などが挙げられます。
定型約款を契約内容とすることに合意があった場合や
事業者が定型約款を契約内容とする旨を表示している
などの要件を満たしていれば、たとえ消費者がその内
容を認識していなくても契約に合意したものとみなさ
れます。ただし、消費者の利益を一方的に害するよう
な不当な条項は認められません。
契約の際は、約款や利用規約などがあれば、あらかじ
めよく確認しておくことが重要です。
�消費生活センター（�２２１―７１４６ �２２１―２７９６）

通販サイトでポイントが突然使えなくなった。苦
情を伝えたら、「ポイントの有効期限については約
款に記載している」と言われたが納得できない。

相談事例

犯罪被害に遭われた方を講師に迎え
講演会をしませんか

犯罪被害者への理解を深めるため、犯罪被
害者やその遺族などに講演会や研修会など
で、自らの体験や心情を語っていただく、
講師派遣を行っています。市内在住・在勤
・在学の方で構成されたおおむね３０人以上
の団体などが対
象。無料（会場
は応募団体で用
意してくださ
い）。申込方法
などは、市民協働課
（�２２８―７４０５ �２２８―
０３７１）へ。先着３団体。

「平和への誓い」を募集

７月１３日（火）に大阪市中央公会堂
（大阪市北区中之島１丁目）で開催す
る大阪戦没者追悼式に向けて「堺大
空襲」をテーマに平和への誓いを募
集します。市内在住・在学の小学３
年生～高校生が対象。最優秀作品は
式典会場で朗読します。また、入賞
者には賞状と図書カードを贈呈しま
す。詳しくは市ホームページ参照。
�直接か郵送、FAXで２００字詰め原
稿用紙１枚程度を５月３１日（必着）ま
でに長寿支援課（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ �２２８―８３４７ �２２８―
８９１８）へ。

５月１～７日は憲法週間

考えよう 人権の大切さ
憲法は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を３つの柱とし
て、誰もが自由で平等に暮らせる権利を保障しています。

人権って
なに？

みんなが生まれながらにして持ってい
る幸せに生きる権利のことだよ。
偏見にとらわれない思いやりの気持
ち、ちがいを認め合う心が大切だね。

�人権推進課（�２２８―７４２０ �２２８―８０７０）

！

市民協働課職員

生命の大切さ
について
考えませんか

令和３年（２０２１年）５月１日１１ 広報さかい 
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市政 人権 くらし 消費・相談


